
竹原市公告第１０４号  

 

大規模小売店舗の変更の届出  

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

り，次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので，同条第３項におい

て準用する同法第５条第３項の規定に基づき，その届出及び添付書類をこの公

告の日から４箇月間一般の縦覧に供する。  

 なお，この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の日か

ら４箇月以内に，竹原市長に対し，意見書を提出することができる。  

 

令和４年５月３０日  

 

竹原市長 今榮 敏彦  

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地  

  藤三竹原ショッピングセンター  

  竹原市中央四丁目７番２０号  

２ 変更しようとする事項  

 ⑴ 大規模小売店内の店舗面積の合計 

（変更前） 

 ３，３３９㎡ 

（変更後） 

 ５，７８１㎡  

⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項  

ア 駐車場の位置及び収容台数  

（変更前）  



NO    位置  収容台数  

１ 既存建物北側・東側・西側  ２７８台  

 合計  ２７８台  

 届出台数  ２７０台  

    ※駐車場整備台数２７８台の内２７０台を来客用届出駐車台数とする。  

（変更後）  

NO    位置  収容台数  

１ 既存建物北側・東側・西側  ２７１台  

 合計  ２７１台  

 届出台数  ２４０台  

   ※駐車場整備台数２７１台の内２４０台を来客用届出駐車台数とする。  

イ 駐輪場の位置及び収容台数  

（変更前）  

NO 位置  収容台数  

１ 既存建物北東側  ８０台  

 合計  ８０台  

 届出台数  ３０台  

    ※駐輪場整備台数８０台の内３０台を来客用届出駐車台数とする。  

   （変更後）  

NO 位置  収容台数  

１ 既存建物北東側  １１０台  

 合計  １１０台  

  ウ 荷さばき施設の位置及び面積  

（変更前）  

NO 位置  収容台数  



１ 既存建物南東側  １４５㎡  

２ 既存建物南西側  １１１㎡  

 合計  ２５６㎡  

   （変更後）  

NO 位置  収容台数  

１ 既存建物南東側  １４５㎡  

２ 既存建物南西側  １１１㎡  

３ 増設建物南側   ３２㎡  

 合計  ２８８㎡  

  エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量  

（変更前）  

NO 位置  収容台数  

１ 既存建物南西側   １５㎡  

２ 既存建物南西側     ８㎡  

３ 既存建物南側  １５㎡  

 合計   ３８㎡  

（変更後）  

NO 位置  収容台数  

１ 既存建物南西側   １５㎡  

２ 既存建物南西側     ８㎡  

３ 増設建物南側   ４㎡  

 合計   ２７㎡  

 ⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項  

 ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻  



   （変更前）  

開店時刻 閉店時刻  備考  

午前８時００分 

（一部午前９時００分） 

午後９時００分  
 

（変更後）  

開店時刻 閉店時刻  備考  

午前６時００分 午後１０時００分   

 イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯  

   （変更前）  

駐車場 NO 駐車可能時間帯  備考  

１ 午前７時４５分から午後９時１０分まで    

   （変更後）  

駐車場 NO 駐車可能時間帯  備考  

１ 午前５時４５分から午後１０時１０分まで    

 ウ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯  

   （変更前）  

荷さばき№ 荷さばき可能時間帯  備考  

１ 午後４時３０分から午後９時００分まで    

２ 午前９時００分から午後９時００分まで   

（変更後）  

荷さばき№ 荷さばき可能時間帯  備考  

１ 午後４時３０分から午後１０時００分まで    

２ 午前６時００分から午後１０時００分まで   



３ 午前６時００分から午後１０時００分まで   

３ 変更する年月日 

  令和４年１１月３０日 

４ 変更する理由 

  店舗リニューアルに伴う変更のため  

５ 届出年月日  

  令和４年５月２３日  

６ 届出縦覧場所  

  竹原市総務企画部産業振興課（竹原市中央五丁目１番３５号）  

 


